
 

 

 

 

 

 

 

コース 利用者負担 多胎の場合 利用回数 

通所型 ６時間コース 

（昼食は各施設にお問合せください） 

１回 1,800 円 １児追加毎に 

  900 円の追加 
7 回まで 

訪問型 ２時間コース １回 500 円 １児追加毎に 

250 円の追加 

7 回まで 

※利用者負担金（自己負担金）は、直接利用施設にお支払いください。 

※キャンセルする場合は、利用の２日前までに保健センターへ連絡してください。（土日祝の場合は、利用施設へ連絡してくださ

い。）利用前日、または当日のキャンセルは、自己負担金が発生しますので、直接利用施設へお支払いください。 

※上のお子さん連れでは利用ができません、ご注意ください。 

 

実施事業所名 所在地 電話番号 通所型 

6 時間 

訪問型 

２時間 

あおぞら母乳育児相談室 小田原市鴨宮 512-１ｻﾝﾊｲﾑ 102 号室 090-3875-2321 〇  

助産院海とつき 真鶴町岩 351-4 080-5922-6933 〇 〇 

小田原マタニティクリニック 小田原市城山２-１-５ 0465-35-1103 〇  

ことほぎ母乳育児相談室 南足柄市沼田 398-１ 0465-73-1167 〇  

古橋産婦人科 小田原市南町２-１-43 0465-22-2716 〇  

星の子助産院 小田原市堀之内 ※詳細は予約時にご確認ください 050-3576-8825 〇  

桃太郎助産院 静岡県伊豆市日向 670-１ 0558-72-5262 〇  
  

申請方法・利用の流れ 

 

令和７年度湯河原町 

産後ケア事業 
出産されたお母さんをサポートするための事業です。 

助産師等に授乳方法や子育ての相談をしたり、赤ちゃんを連れてゆっくりと休んだりできるサー

ビスです。お母さんの体の回復・リフレッシュのため、赤ちゃんとの生活・育児への不安、授乳の

悩みを解消するためにも産後ケアをご利用ください。 

 
ケアの種類・利用対象者 

・湯河原町に住民票があるお母さんと生後１年未満の赤ちゃんで、産後ケアを必要とする人 

・里帰り出産をしており、湯河原町に里帰り先住所がある人 

・流産や死産を経験した人 

（医療行為が必要な人や感染症の疑いがある人は利用できません。） 

 

 

①利用者本人が施設に

連絡し予約をとる

②予約日の１０日前までに

保健センターに申請をする

③湯河原町から利用承認通知

書が送付される

④利用承認通知書を持参

し産後ケアを利用する

湯河原町保健センター  湯河原町母子保健型子育て世代包括支援センター「ほんわか」       

 ☎０４６５－６３－２１１１（内線３６５） 

事業に関するお問合せ・相談先 


